ご　あ　い　さ　つ
本企画は、「アイヌ文化振興法（アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律）」が、１９９７年７月に施行されてから１０年を迎えるにあたり、なんば市民セミナーとして「パネル＆工芸展」「講演会」「ビデオ上映会」を開催するものです。

文化振興法の第1条には「アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策を推進することにより、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とする」と明記されています。

アイヌの人々が日本政府に求めていた長年にわたる差別・同化政策への謝罪と、アイヌが先住民族であることを明文化することは実現できませんでした。しかし、文化振興法では明確にアイヌを「ひとつの民族」と認め、その伝統文化の継承・発展に寄与する施策を推進することは日本政府の責任であり、国民的課題であるとしています。この法律が制定されたことにより、アイヌ文化の振興は大いに促進されました。しかし一方で、アイヌの人々の生活の中での差別・偏見や格差が、今なお残っているという厳しい現実があります。
本企画は、人権の視点から「アイヌ文化振興法」の成果と課題を検証し、私たちとの関わりを考えると共に、アイヌの文化や歴史を学ぶ機会としたいと思います。　　　

最後に、パネル・工芸品の貸出しや開催にあたってのアドバイスをいただいた「財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構」に対して、深く感謝いたします。
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